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評価実験の結果より，提案モデルが提供者側の譲歩を実現する上で有効であり，提供者と利用者の間で効果的な合意形成  

が行えることを報告している。   

第5章では，提案システムにおけるもう1つの技術的アプローチである，著作者の人格的な利益の保護を行う手法につい  

て述べている。Webコンテンツの再利用においては，Webコンテンツの再利用先となるWebドキュメントのテーマ，す  

なわち，どのようなWebドキュメントにおいてWebコンテンツを再利用するか，あるいは再利用させるか，ということ  

が，著作者の人格的利益保護の観点から非常に重要になり，コンテンツの提供者，つまり著作権者と，コンテンツの利用者  

の間での認識を一致させることが合意形成の上で必要不可欠であることから，個々の人の「視点・見方（viewpoint）」に基  

づくWebドキュメント自動分類をライセンス処理システムにおいて適用している。ライセンス処理における，ユーザの手  

間や負担が大きいと，ユーザはライセンス処理を回避しようとする傾向がある。そのためシステムのユーザ（提供者・利用  

者）に負担をかけずに，それぞれの独自の分類に関する情報（プロファイル情報）を収集するため，各自が閲覧したWeb  

ドキュメント，コンテンツなど全て保存する，個人用のWebアーカイブシステムについて説明している。さらに，Web  

ドキュメントの分類に各個人毎の独自の見方を反映させ，著作者の人格的利益の保護することを目的として，Web検索エ  

ンジンに対する検索語を索引語として用いて，ブックマークなどのユーザがあらかじめ既定したカテゴリヘWebドキュメ  

ントを自動分類する手法について説明している。最後に，開発した個人用アーカイブシステムを用いて，自動分類の評価を  

行った結果について述べている。実験結果より，索引付けにWeb検索エンジンに対する検索語の辞書を用いる自動分類の  

手法は，検索語の辞書を用いない場合よりも，自動分類の精度が高く，Webドキュメント自動分類の手法として，有効に  

機能することが報告されている。   

第6章では，本論文において残された将来課題について述べている。  
／   

第7章は結論で，本論文のまとめが述べられている。  

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  

本論文は，Web上の多数のユーザにより提供され，利用される多様なWebコンテンツの有効利用を積極的に進めよう  

とする，Webコンテンツ再利用のためのライセンス処理システムの実現方法に関して研究した成果をまとめたものであり，  

得られた主な成果は以下のとおりである。  

（1）従来型のライセンス処理システムの特徴と問題点を分析し，提供者側が一方的にライセンス条件を提示するライセンス  

合意手法では，提供者と利用者の間で柔軟な合意形成を行うことが困難であるという問題を見出し，これに対して，提供者  

が利用者の需要を把撞した上でライセンス条件の登録や調整を行える動的なライセンス合意手法を提案している。これによ  

り，提供者側の譲歩が行いやすくなり，提供者と利用者の上で柔軟かつ，効果的な合意形成を行うことが可能となった。  

（2）利用者側のライセンス合意を行いやすくするため，利用者のコンテンツ検索を支援するエーザインタフエースを構築し  

た。これにより，利用者は，コンテンツ再利用の観点から，有用なコンテンツの効果的な検索を行うことが可能となり，提  

供者と個別交渉することなく，自らの需要を提供者群に提示することなく効率のよいライセンス合意の形成を行うことが可  

能となった。  

（3）提供者側のライセンス合意を行いやすくするため，ライセンス条件を自動生成するためのルールを定義し，必要なユー  

ザインタフェースを構築した。これにより，提供者は，利用者群にどのような需要があるかを検索により把握することが可  

能となるとともに，提供者は，自らの意図するライセンス条件を効率よく，システムに登録することが可能になった。  

（4）ライセンス合意の形成において提使者と利用者の間で，Webコンテンツの再利用先となるWebドキュメントのテー  

マについての認識を一致させることを目的とし，ライセンス処理にテキスト自動分類の手法を適用し，それに必要なプロフ  

ァイル情報収集のための個人用アーカイブシステムと，個人の「視点・見方（viewpoint）」を表す辞書の構築を行った。こ  

れにより，Webコンテンツ再利用のための合意形成における，再利用先Webドキュメントについての認識不一致の問題  

を解決し，著作者の人格的な利益の保護に寄与した。以上，本論文は，Webコンテンツの再利用を合法的に行う上で問題  

となっている著作権処理のための仕組みについて，著作権問題を解決する上での技術的手法と基礎となる有効なモデルを提  

案し，実験によりその有効性を示したもので，学術的にも実用性の上でも極めて有意義であるといえる。  
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よって，本論文は博士（情報学）の学位論文として価値あるものと認める。  

また，平成15年2月3日に実施した論文内容とそれに関連した試問の結果合格と認めた。  
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